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１ 検討会の趣旨

昨年３月に策定された水産基本計画においては、藻場・干潟等の維

持管理等の沿岸域の環境・生態系を守るための活動を促進する方策の

確立を図ることが示されている。

このため、平成１９年度から水産庁は地域の実態把握や保全管理の

手法の検討を行う調査を実施しているところである。

本年５月、本検討会は、幅広い分野の有識者による多角的な議論を

行い、国民の理解も深めつつ、環境・生態系保全活動の支援制度の確

立を図ることを目的として設置された。

２ 経緯

本検討会では、①藻場・干潟等の現状と問題点等、②藻場・干潟等

の保全活動事例の紹介、③藻場・干潟等の保全活動に関する参考人ヒ

アリング、④藻場・干潟等の支援施策の考え方等を主な議題として、

３回の検討会を実施したほか、現地視察を行った。その経緯は以下に

示すとおりである。

○検討経緯

時 期 主な検討事項

(第１回)

平成２０年５月２６日 ・藻場・干潟等の現状と問題点等

・藻場・干潟等の保全活動事例の紹介

(第２回)

平成２０年６月１３日 ・藻場・干潟等の保全活動に関する参考人ヒアリング

・藻場・干潟等の支援施策の考え方

平成２０年７月３日 ・福島県相馬市における現地視察

(第３回)

平成２０年７月８日 ・藻場・干潟等の保全活動支援施策に関する中間取りまとめ
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３ 施策の実施とその内容

検討会において述べられた各委員等からの意見・留意点等を踏ま

、 、 、え 本検討会としては 環境・生態系保全活動の支援制度については

以下のような考え方に基づいたものとすることが適当と考える。

（１）施策の必要性

① 藻場・干潟等の機能

藻場・干潟等は、産卵場の提供、幼稚魚等の保育場となる等に

より水産資源の保護・培養に重要な役割を果たすとともに、水質

浄化等の公益的機能の発揮を支える社会の共通資源であり、その

効果は地域や国民に広く及んでいる。

② 現状

こうした藻場・干潟等の機能は、漁業者が漁業活動のかたわら

実施する保全活動によって維持されてきた。

しかしながら、平成１０年ごろから、藻場・干潟等の減少や機

能低下が更に進行していると考える。これは、

ア 近年の海洋環境の変化等により食害生物が増加する等の事態

が発生しており、藻場・干潟等の機能を維持、増大するために

必要な保全活動の量が増加していること

イ 漁業者の減少・高齢化による保全活動の担い手の弱体化によ

り保全活動に従事する人数や活動量が減少していること

ウ 保全活動のために必要な費用が増加しているものの、漁業者

が当該負担を担うことができなくなっていること

等から、必要となる保全活動の量に比して実際の活動量が十分に

確保できなくなっていることによるものと考える。

こうした中で、藻場・干潟等の減少や機能低下が進行すること

によって、多くの地域で漁業資源の減少による漁獲量の減少、水

質の悪化等が懸念されるようになっている。

こうした藻場・干潟等の減少や機能低下は、必要な保全活動量

が確保されない場合には、今後ますます進行することが予測され

る。

③ 施策の必要性

上記のような状況が放置されれば、国民に対し、今後とも国産

水産物を安定的に供給するとともに、公益的機能の発揮を通じて

国民へ便益を提供することが困難になると懸念される。

このため、藻場・干潟等の機能の維持・回復を図るための施策

を講ずる必要がある。
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また、藻場・干潟等は、その機能の内容や効果が及ぶ広さにか

んがみ、国民共通の財産と考えられ、その保全は国民全体で行っ

ていく必要がある。

このため、国、地方自治体、漁業者、地域住民、都市住民等が

それぞれの役割に応じて保全に努める必要がある。

（２）支援対象地域資源

（１）①で述べた藻場・干潟のほか、ヨシ帯についても、稚魚の

保育場としての機能や富栄養化の防止等の機能を有しており、これ

らの機能は地域漁業者を中心とした保全活動により支えられてきた

と考えられる。

、 、 、 、このため 本検討会で検討された藻場 干潟 ヨシ帯については

。 、 、支援の対象となる地域資源とするべきである また これらのほか

藻場・干潟、ヨシ帯と同様に水産資源の保護・培養や公益的機能の

発揮を支えると認められる地域資源についても対象とすることがで

きるようにするべきである。

（３）保全活動

① 活動組織

藻場・干潟等についての環境・生態系の保全活動（以下「保全活

動」という ）は、従来、地域漁業者を中心とする組織的な活動と。

して行われてきた。

このため、一定のまとまりを持った地域において規約を有する活

動組織を形成して、保全活動についての計画に基づき保全活動を実

施する仕組みとすることが適当である。

また、保全活動は、船上や海中で行われる等一定の専門的な技術

が要求される一方で、その効果は、漁業者のみならず地域住民や都

市住民等にも広く及ぶという性格を有している。

このため、活動組織については、専門的技術を有する漁業者を中

心としつつも、実施する保全活動の種類に応じて、地域住民等の多

様な参画が図られるようにするべきである。

② 活動内容

保全活動の内容については、国産水産物の安定的な供給や公益的

機能の発揮につながるものとなるよう、国が保全活動の内容につい

ての標準的な指針を示すことが適当である。その上で、これを基に

後述する地域協議会が地域の実情に応じた活動指針を作成し、更に

活動組織が個別の実態に応じた活動計画を作成して保全活動を実施

するという、柔軟な仕組みとすることが重要である。

また、個々の活動組織の活動内容が藻場・干潟等についての環境
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・生態系の保全の観点から適切なものとなるよう、市町村が活動組

織との間で協定を締結して活動計画をチェックする仕組みとするこ

とが適当である。

③ 地域協議会

保全活動は、地域に密着した活動であり、地方自治体の果たす役

割も大きいことから、地域の保全活動に対し、国、地方がその役割

分担に応じ、連携して支援する仕組みとすることが重要である。

また、制度に関する理解の促進等を図りつつ、地域の住民、関係

団体等からの寄付等による支援なども併せて活用することが可能と

なるよう検討する必要がある。

さらに、地域ごとに多様性を有する保全活動の取組の特質を踏ま

えつつ、保全活動の普及推進、漁業者と地域住民等との間の調整や

保全活動に関する効果的な指導・助言を行うことが必要と考える。

このため、都道府県内の地域特性を反映した効果的な推進が可能

な地域を単位として、関係する行政機関や各種団体（都道府県、市

町村、漁業団体等）が参画し、個々の活動組織をきめ細かく支援す

ることのできる仕組みとして「地域協議会」を設立することが適当

である。

（４）保全活動に対する支援の実施

活動組織が活動計画に基づいて適切に保全活動を実施する場合に

一定の支援を行うこととし、支援水準については、基準的な活動量

を基に算定することが適当である。
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（５）支援対象

支援対象としては、以下を基本とすることが適当である。

① 計画づくり

② モニタリング

③ 保全活動

〈藻場における支援対象〉

大区分 中区分

計画づくり 話し合い

目標設定、計画策定、進行管理

普及啓発（情報発信、交流活動等）

モニタリング 現状把握

効果調査

保全活動 母藻の設置

種苗の生産・投入

移植・播種

栄養塩類の供給

食害生物駆除

（ ）保護区域の設定 食害生物からの防除

浮遊・堆積物の除去

流域における植林

その他の藻場保全のための活動
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〈干潟における支援対象〉

大区分 中区分

計画づくり 話し合い

目標設定、計画策定、進行管理

普及啓発（情報発信、交流活動等）

モニタリング 現状把握

効果調査

保全活動 耕うん

砂泥の移動防止

客土

機能低下を招く生物の駆除

機能発揮のための生物移植

保護区域の設定

（機能低下を招く生物からの防除）

浮遊・堆積物の除去

干潟の沖合域におけるアマモ等の移植

流域における植林

その他の干潟保全のための活動
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〈ヨシ帯（湖沼域）における支援対象〉

大区分 中区分

計画づくり 話し合い

目標設定、計画策定、進行管理

普及啓発（情報発信、交流活動等）

モニタリング 現状把握

効果調査

保全活動 ヨシ苗の生産

ヨシ苗の移植

ヨシの間引き、刈取り

競合する植物の管理

ヨシ保護柵の設置

ヨシ帯周辺の浮遊・堆積物の除去

保護区域の設定

その他のヨシ帯保全のための活動
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（６）支援の実施期間

活動の継続性を担保するため、複数年度にわたって支援措置を実

施するべきである。

（７）交付金の終了

支援制度による効果や支援の継続の必要性を判断する一定の基準

を設定するべきである。

４ 国民理解の促進、他の活動との連携

保全活動の意義について、国民の理解を醸成するため、パンフレッ

トの配布やシンポジウムの開催等を併せて実施すべきである。

また、保全活動について、地域全体への啓発・普及を行いつつ、学

校教育、生涯学習、食育等関連する他の活動とも連携して実施するこ

とが重要である。

５ 終わりに

本報告書は、藻場・干潟等の環境・生態系保全活動の支援制度につ

いての３回にわたる検討及び現地視察の結果を踏まえて取りまとめた

ものである。行政当局においては、本報告書で取りまとめられた内容

を基本として、施策を確立されることを期待する。
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